
市
町

村
が

ん
検

診

第
３

期
が

ん
対

策
推

進
基

本
計

画
（

平
成

30
年

３
⽉

９
⽇

閣
議

決
定

）
で

は
、

が
ん

検
診

受
診

率
の

⽬
標

値
を

50
％

と
定

め
て

い
る

乳
が

ん
検

診
肺

が
ん

検
診

県
平

均
佐

⽤
町

県
平

均
佐

⽤
町

17
.7

％
20

.8
 ％

13
.3

 ％
20

.7
 ％

市
町

が
ん

検
診

受
診

率
（

平
成

30
年

）

2
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マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
検

診
⾞

3

【
検

診
⾞

の
内

部
構

造
】

1 
 X

線
撮

影
室

（
前

）

2 
 技

師
操

作
室

3 
 X

線
撮

影
室

（
後

）

4 
 画

像
確

認
モ

ニ
タ

ー

①
X線

装
置

（
前

）

③
X線

装
置

（
後

）
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マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
検

診
⾞

4
X線

撮
影

室
技

師
操

作
室
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5

現
状

病
院

⼜
は

診
療

所
以

外
の

場
所

で
、

多
数

の
者

の
健

康
診

断
を

⼀
時

に
⾏

う
場

合
に

限
り

、
医

師
の

⽴
会

い
な

く
、

診
療

放
射

線
技

師
に

よ
る

胸
部

エ
ッ

ク
ス

線
撮

影
が

可
能

に

平
成

26
年

「
診

療
放

射
線

技
師

法
」

の
改

正

乳
が

ん
マ

ン
モ

グ
ラ

フ
ィ

検
診

︓
医

師
の

⽴
会

い
は

従
来

ど
お

り
必

要

平
成

28
年

「
が

ん
予

防
重

点
健

康
教

育
及

び
が

ん
検

診
実

施
の

た
め

の
指

針
」

の
改

正

・
マ

ン
モ

グ
ラ

フ
ィ

に
よ

る
検

診
を

原
則

と
す

る
・

視
診

及
び

触
診

に
つ

い
て

は
、

推
奨

し
な

い
（

仮
に

視
触

診
を

実
施

す
る

場
合

は
、

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
と

併
⽤

）
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種
類

対
象

者
受

診
間

隔
医

師
の

⽴
会

い

肺
が

ん
検

診
（

胸
部

X線
）

40
歳

以
上

年
１

回
不

要
（
H
26
〜
）

乳
が

ん
検

診
（

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
）

※
H2

8〜
視

触
診

は
推

奨
し

な
い

40
歳

以
上

２
年

に
１

回
必

要

6

現
状
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7

医
師

の
⽴

会
い

診
療

放
射

線
技

師
法

の
規

定
上

、
集

団
乳

が
ん

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
検

診
は

医
師

の
⽴

会
い

が
な

け
れ

ば
実

施
で

き
な

い
が

、
以

下
の

理
由

か
ら

⽴
会

い
は

不
要

で
あ

る
と

考
え

る

１
平

成
28

年
以

前
は

検
診

項
⽬

に
視

触
診

が
あ

り
、

医
師

の
従

事
が

必
要

だ
っ

た

平
成

28
年

以
降

は
視
触
診
が
推
奨
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
医
師
の
従
事
は
不
要

２
集

団
乳

が
ん

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
検

診
前

に
⾏

う
受
診
者
へ
の
説
明
・
問
診
は
看
護
師
が
対
応
し
て

お
り
、
医
師
が
⽴
会
わ
な
く
て
も
実
施
可
能
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8

⽀
障

１
郡

部
に

お
い

て
は

、
医

師
不

⾜
等

に
よ

り
⽴
会
い
医
師
の
確
保
が
困
難

２
⽴
会
い
医
師
へ
の
報
酬
が
⾼
額

な
た

め
、

検
診

回
数

が
限

ら
れ

る

３
郡

部
（

佐
⽤

町
）

に
お

い
て

、
マ

ン
モ

グ
ラ

フ
ィ

検
査

を
個

別
検

診
で

対
応

で
き

る
医
療
機
関
が
⾝
近
（
町
内
）
に
な
い
た
め
、
集
団
検
診
を

⾏
う
必
要
が
あ
る
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9

検
診

受
診

中
に

受
診

者
が

急
に

体
調

を
崩

す
な

ど
の

緊
急

時
に

、
地

元
医

師
会

等
と

連
携

し
て

医
師

に
確

認
で

き
る

連
絡

体
制

が
⼗

分
担

保
さ

れ
て

い
る

場
合

に
は

、

市
町
が
実
施
す
る
集
団
乳
が
ん
マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ
検
診
に
つ
い
て
も
胸
部
Ｘ
線
撮
影

と
同
様
、
医
師
の
⽴
会
い
が
な
く
て
も
実
施
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と

求
め

る
措

置
と

制
度

改
正

に
よ

る
効

果

医
師

の
⽴

会
い

が
不

要
と

な
れ

ば
、

検
診

回
数

を
増

や
す

こ
と

が
可

能
と

な
り

、
が

ん
検

診
の

受
診

率
向

上
に

寄
与

し
、

が
ん

の
早

期
発

⾒
・

早
期

治
療

に
つ

な
が

る
。
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【
診
療
放
射
線
技
師
法
】

（
業

務
上

の
制

限
）

第
⼆

⼗
六

条
診

療
放

射
線

技
師

は
、

医
師

⼜
は

⻭
科

医
師

の
具

体
的

な
指

⽰
を

受
け

な
け

れ
ば

、
放

射
線

を
⼈

体
に

対
し

て
照

射
し

て
は

な
ら

な
い

。
２

診
療

放
射

線
技

師
は

、
病

院
⼜

は
診

療
所

以
外

の
場

所
に

お
い

て
そ

の
業

務
を

⾏
っ

て
は

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
次

に
掲

げ
る

場
合

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

⼀
医

師
⼜

は
⻭

科
医

師
が

診
察

し
た

患
者

に
つ

い
て

、
そ

の
医

師
⼜

は
⻭

科
医

師
の

指
⽰

を
受

け
、

出
張

し
て

百
万

電
⼦

ボ
ル

ト
未

満
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
を

有
す

る
エ

ツ
ク

ス
線

を
照

射
す

る
場

合
⼆

多
数

の
者

の
健

康
診

断
を

⼀
時

に
⾏

う
場

合
に

お
い

て
、

胸
部

エ
ツ

ク
ス

線
検

査
（

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

断
層

撮
影

装
置

を
⽤

い
た

検
査

を
除

く
。

）
そ

の
他

の
厚

⽣
労

働
省

令
で

定
め

る
検

査
の
た
め
百
万
電
⼦
ボ
ル
ト
未
満
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
有
す
る
エ
ツ
ク
ス
線
を
照
射
す
る
と

き
。

三
多

数
の

者
の

健
康

診
断

を
⼀

時
に

⾏
う

場
合

に
お

い
て

、
医

師
⼜

は
⻭

科
医

師
の

⽴
会

い
の

下
に

百
万

電
⼦

ボ
ル

ト
未

満
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
を

有
す

る
エ

ツ
ク

ス
線

を
照

射
す

る
と

き
（

前
号

に
掲

げ
る

場
合

を
除

く
。

）
。

1
0

（
参

考
）

関
係

法
令
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【
健
康
増
進
法
】

（
市

町
村

に
よ

る
健

康
増

進
事

業
の

実
施

）
第

⼗
九

条
の

⼆
市

町
村

は
、

第
⼗

七
条

第
⼀

項
に

規
定

す
る

業
務

に
係

る
事

業
以

外
の

健
康

増
進

事
業

で
あ

っ
て

厚
⽣

労
働

省
令

で
定

め
る

も
の

の
実

施
に

努
め

る
も

の
と

す
る

。

【
健
康
増
進
法
施
⾏
規
則
】

（
市

町
村

に
よ

る
健

康
増

進
事

業
の

実
施

）
第

四
条

の
⼆

法
第

⼗
九

条
の

⼆
の

厚
⽣

労
働

省
令

で
定

め
る

事
業

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

も
の

と
す

る
。

（
略

）
六

が
ん

検
診

（
参

考
）

関
係

法
令

1
1
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令
和
２
年
度
地
方
分
権
改
革
提
案

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
園
庭
に

関
す
る
基
準
の
見
直
し

43

重点番号３：幼保連携型認定こども園の園庭に関する基準の見直し（藤枝市）



人
増
加

5
年
間
で
、
認
可
保
育
定
員
9
3
0

2
1
7
人

認
可
保
育
所

H
2
7
年
度
当
初

R
2
年
度
当
初

1
,
3
5
0

1
,
5
6
7

4
0
5
人

認
定
こ
ど
も
園

（
2
・

3
号
）

1
8
5

5
9
0

3
0
8
人

家
庭
的
保
育

（
地
域
型
保
育
）
1
7
0

4
7
8

増
加
の
主
な
要
因

認
可
保
育
所
の
新
設

3施
設

幼
稚
園
の
認
定
こ
ど
も
園
化

7施
設

地
域
型
保
育
の
新
設

19
施
設

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
に
基
づ
き

計
画
的
な
施
設
整
備
を
実
施

本
市
の
保
育
定
員
の
状
況

～
計
画
的
な
受
け
皿
の
確
保
に
よ
り
３
年
連
続
待
機
児
童
ゼ
ロ
を
達
成
～

令
和
２
年
度
以
降
の
計
画

幼
稚
園
の
認
定
こ
ど
も
園
化

3施
設

☆
待
機
児
童
ゼ
ロ
の
維
持
と
保
護
者
の
ニ
ー
ズ
や
選
択
に
応
じ
た
総
合
的
な
子
育
て
支
援
を
推
進

※
う
ち
１
施
設
は
現
在
建
て
替
え
中
（

R
3
.4
開
園
）
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提
案
事
項

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
園
庭
の
設
置
基
準
で
は
、
園
舎
と
同
一
敷
地
内
ま
た
は
隣
接

す
る
位
置
に
設
け
る
こ
と
が
原
則
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
保
育
所
の
設
置
基
準
で
は
、
保

育
所
付
近
に
あ
る
屋
外
遊
戯
場
に
代
わ
る
べ
き
場
所
を
屋
外
遊
戯
場
と
み
な
し
て
よ
い
と
さ

れ
て
お
り
、
今
後
認
定
こ
ど
も
園
化
へ
の
移
行
を
促
進
し
て
い
く
た
め
に
、
同
様
の
扱
い
を

求
め
る
。

◆
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

●園
舎
及
び
園
庭
は
、
同
一
の
敷
地
内
又
は
隣
接
す
る
位
置
に
設
け
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
（
第
６
条
第
５
項
）

保
育
所
基
準
で
は
・
・・

『
屋
外
遊
戯
場
は
保
育
所
の
付
近
に
あ
る
屋
外
遊
戯
場
に
代
わ
る
べ
き
場
所
を
含
む
』

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
３
２
条
第
５
項

～
待
機
児
童
ゼ
ロ
の
維
持
に
向
け
た
認
定
こ
ど
も
園
へ
の
移
行
促
進
～

＜
現
行
制
度
の
概
要
＞

～
移
行
特
例
と
し
て
（
基
準
省
令
附
則
第
４
条
第
３
項
及
び
基
準
の
運
用
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
通
知
）
）
～

●幼
稚
園
か
ら
の
認
定
こ
ど
も
園
化
へ
の
移
行
に
つ
い
て
は
以
下
の
全
て
を
満
た
す
場
所
に
園
庭
を
設
け
る
こ
と
が
可
能

1
.園
児
が
安
全
に
移
動
で
き
る
場
所

2
.園
児
が
安
全
に
利
用
で
き
る
場
所

3
.園
児
が
日
常
的
に
利
用
で
き
る
場
所

4
.教
育
及
び
保
育
の
適
切
な
提
供
が
可
能
な
場
所

●園
舎
と
同
一
の
敷
地
内
又
は
隣
接
す
る
位
置
に
設
け
ら
れ
る
園
庭
に
代
わ
る
場
所
（
代
替
地
）
は
、
園
庭
と
し
て
の
必

要
面
積
に
算
入
で
き
な
い
（
認
定
こ
ど
も
園
へ
の
移
行
の
場
合
は
上
記
１
～
４
を
全
て
満
た
せ
ば
満
２
歳
の
園
児
に
係

る
園
庭
の
面
積
に
限
り
算
入
が
可
能
）
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園
名
：
い
な
ば
こ
ど
も
園
（
H
31
.
4開
園
）

概
要
：
木
造
２
階
建
て

床
面
積

95
5
.
65
㎡

保
育
定
員

1
14
人

総
事
業
費

3
82
,
36
1千
円

★
園
舎
建
替
え
の
際
、
新
園
舎
開
園
後
に
敷
地
内
に
旧
園
舎
が
残
存
し
て
い
た

た
め
、
園
庭
の
面
積
基
準
を
満
た
す
よ
う
隣
接
地
の
空
き
地
を
一
時
的
に
借
地

し
仮
園
庭
を
確
保

支
障
事
例
と
規
制
緩
和
に
よ
る
効
果

付
近
（
徒
歩
圏
内
）
に
は
「
公
園
等
」
が

あ
る
の
に
・
・
・

手
続
き
（
土
地
探
し
や
交
渉
、
契

約
等
）
や
経
済
面
（
借
地
料
等
）

【規
制
緩
和
に
よ
る
効
果
】

本
市
で
は
、
今
後
２
園
の
幼
稚
園
の
認
定
こ
ど
も
園
化
を
計
画
し

て
い
る
。
付
近
の
公
園
等
を
園
庭
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
移

行
が
し
や
す
く
な
り
、
待
機
児
童
ゼ
ロ
の
維
持
に
向
け
、
更
な
る
子

育
て
環
境
の
充
実
に
寄
与
す
る
。

※
公
園
に
は
、
遊
具
や
ト
イ
レ
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
地
面
も
整
備

さ
れ
て
い
る
た
め
、
児
童
が
安
全
に
教
育
・
保
育
を
受
け
ら
れ
る
環

境
が
整
っ
て
い
る
。
ま
た
、
地
域
住
民
と
の
交
流
に
よ
る
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
創
出
を
含
め
、
子
供
に
と
っ
て
、
安
心
し
て
の
び
の
び
と
し

た
活
動
が
実
現
可
能

負
担
増

＜
い
な
ば
こ
ど
も
園
外
観
＞

＜
付
近
の
公
園
＞

＜
付
近
の
広
場
＞

＜
借
地
し
た
仮
園
庭
＞
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ま
と
め

～
今
後
の
本
市
に
お
け
る
認
定
こ
ど
も
園
化
に
向
け
た
方
向
性
～

＜
現
状
と
課
題
＞

◆
法
人
と
し
て
は
、
歴
史
あ
る
今
の
土
地
へ
の
想
い
や
地
域
と
の
つ
な
が
り
を

重
視
し
て
お
り
、
現
在
地
で
の
幼
稚
園
か
ら
の
認
定
こ
ど
も
園
化
を
希
望

◆
現
敷
地
は
狭
小
地
で
あ
る
た
め
、
敷
地
内
に
園
庭
を
確
保
す
る
に
は
、
園
舎

や
定
員
規
模
等
を
縮
小
す
る
な
ど
の
検
討
が
必
要

◆
付
近
に
は
公
園
・
広
場
が
あ
る
が
現
行
制
度
で
は
活
用
で
き
な
い

【
規
制
緩
和
の
実
現
】

【
移
転
（
新
た
な
土
地
を
取
得
）
に
よ
る
認
定

こ
ど
も
園
化
】

＜
デ
メ
リ
ッ
ト
＞

○
候
補
地
選
定
に
あ
た
り
、
地
元
の
同
意
を
含

め
時
間
と
労
力
を
要
す
る

○
土
地
の
取
得
に
あ
っ
て
は
、
取
得
費
や
開
発

許
可
費
用
な
ど
相
当
な
負
担
増
を
要
す
る

認
定
こ
ど
も
園
化
の
実
現
が
不
可
能
！
？

認
定
こ
ど
も
園
化
が
実
現
！

Y
E
S

N
O

【
現
地
建
替
え
に
よ
る
認
定
こ
ど
も
園
化
】

＜
メ
リ
ッ
ト
＞

○
公
園
等
の
活
用
に
よ
り
規
模
を
縮
小
す
る

こ
と
な
く
移
行
が
可
能

○
認
定
こ
ど
も
園
化
へ
の
コ
ス
ト
が
抑
制
さ

れ
る

＜
認
定
こ
ど
も
園
化
を
計
画
し
て
い
る
幼
稚
園
＞

○
園
舎
周
辺
は
住
宅

等
に
囲
ま
れ
「
代
替

地
」
の
確
保
さ
え
厳
し

い
環
境

○
約
4
0
0
ｍ
先
に
は

「
広
場
」
が
整
備
済
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